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(訂正)「平成 29年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）」の 

一部訂正について 

 

平成 28年８月 12日に公表いたしました「平成 29年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）」

につきまして、下記のとおり一部訂正すべき事項がありましたので、お知らせいたします。 

訂正箇所には下線  を付して示しております。 

  

記 

 

１．訂正の理由 

「平成 29年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）」の提出後に、２．サマリー情報（注

記事項）に関する事項（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示、及び（２）追加

情報についての記載漏れが判明したため、これを追記するものであります。 

 

２．訂正の内容 

  ○添付資料の目次 

【訂正前】 

 ２．四半期財務諸表･･･････････････････････････････････････････････３ 

 

【訂正後】 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

 （１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示･････････２ 

 （２）追加情報･････････････････････････････････････････････････２ 

 ３．四半期財務諸表･･･････････････････････････････････････････････３ 

 

【訂正前】 

（なし） 

 

【訂正後】 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（平成 28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用） 

 法人税法の改正に伴い、「平成 28 年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱

い」（実務対応報告第 32号 平成 28年６月 17日）を当第１四半期会計期間に適用し、平成 28年４月



 

 

１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更してお

ります。 

 なお、当該変更が当第１四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

 

（２）追加情報 

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用） 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 26号 平成 28年３月 28

日）を当第１四半期会計期間から適用しております。 

 

以 上 


